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保険料収入 運　用

運用収益

収益構造(平成16年度決算)

保険金等

２

保険契約準備金　　

保険料収入　　　

運用収益　　　　　　

保険金等支払　　

事業費　　　　　　　　　　

経常利益

契約者配当準備金繰入

　経常利益に特別利益を合わせた額から
　価格変動準備金繰入等を行った残余の
　額を契約者配当準備金として繰入

　結果、当期純利益は発生していない

調　達 運　用

１１８．７兆円

　１１．７兆円

　　２．２兆円

　１３．４兆円

　　０．６兆円

　６３３３億円

　１２７３億円

保険

　保有保険金額

　　１７８．５兆円

　保有契約件数

　　　６５４０万件

年金

　保有年金額

　　　　２．６兆円

　保有契約件数

　　　　７２４万件

　（16年度末）

有価証券

　８４．７兆円

（うち国債）

　（５７．５兆円）

貸付金

　２３．９兆円

（うち地公体貸付）

　（１９．４兆円）

　　　　　　　　　等

　（16年度末）

（計数は16年度決算値）

簡易保険取扱局　２３，６４１局

職員数　　　　　　　４１，９９４人

（16年度末）



決算状況１（損益計算書）

※平成１５年度決算及び平成１６年度決算の特別損失は、ともに価格変動準備金繰入等によるもの。

（単位：億円）

経常収益 146,650                     168,577                     
保険料収入 116,665                     122,915                     
資産運用収益 22,420                       23,100                       
その他経常収益 7,564                         22,562                       

経常費用 140,317                     166,252                     
保険金等支払金 133,581                     158,677                     
責任準備金等繰入額 186                            376                            
資産運用費用 204                            257                            
事業費 5,594                         6,167                         
その他経常費用 750                            775                            

経常利益 6,333                         2,325                         
特別利益 298                            88                              
特別損失※ 5,358                         756                            
契約者配当準備金繰入額 1,273                         1,657                         
当期純利益 -                                 -                                 

科　　　　　　目 平成１６年度 平成１５年度

３



（単位：億円）

資産の部

現金及び預金 23,905                       23,923                       
コールローン 1,749                         489                            
買入金銭債権 1,309                         449                            
金銭の信託 89,300                       117,188                     
有価証券 847,313                     816,707                     
貸付金 238,985                     247,553                     
不動産及び動産 6,669                         7,189                         
その他資産 3,467                         5,633                         
貸倒引当金 ▲ 13                          ▲ 14                          

資産合計 1,212,688                  1,219,119                  
負債の部

保険契約準備金 1,186,899                  1,197,354                  
その他負債 1,087                         1,168                         
賞与引当金 232                            233                            
退職給付引当金 5,308                         5,390                         
役員退職慰労引当金 0                                0                                
価格変動準備金 5,254                         41                              

負債合計 1,198,781                  1,204,188                  
資本の部

設立時資産・負債差額 426                            426                            
利益剰余金 －                               －                               
その他有価証券評価差額金 13,480                       14,505                       

資本合計 13,906                       14,931                       
負債・資本合計 1,212,688                  1,219,119                  

科　　　　　　目 平成１６年度 平成１５年度

決算状況２（貸借対照表）

４



簡易保険の商品

○　簡易保険で提供できる商品の範囲は、簡易生命保険法で規定（１１種類）。簡易生命保険約款では、法律に定め

　られた範囲内で具体的な商品（２５種類）を規定。医療保険、変額保険などは提供できない。

○　簡易生命保険約款で商品改善等ができる範囲（各商品で給付できる保険金の組合せや保険金額の範囲など）は、

　簡易生命保険法で規定。

夫婦年金保険（§16）

定期年金保険（§15）

終身年金保険（§14）

財形貯蓄保険（§13）

家族保険（§12）

養老保険（§11）

定期保険（§10）

終身保険（§９）

終身年金保険付終身保険

育英年金付学資保険

夫婦年金保険付夫婦保険

終身間の死亡保障と

終身間の年金 　　

　　　　　　　等

　１．２％

（保険に対

するシェア）

保険と年金保険の一体商品

３種類（§17）

即時・据置夫婦年金保険夫婦の終身間の年金　０．０％

即時・据置定期年金保険一定期間の年金９６．６％

即時・据置終身年金保険

介護割増年金付終身年金保険

財形終身年金保険

即時・据置確定拠出終身年金保険

終身間の年金　３．４％

年
金
保
険
※
１

財形積立貯蓄保険

財形住宅貯蓄保険

勤労者の財産形成　０．０％

夫婦保険一契約で夫婦を保障０．０％

普通養老保険、特別養老保険

特定養老保険、学資保険

死亡保障と満期保障７９．５％

普通定期保険、職域保険一定期間の死亡保障　０．２％

普通終身保険、特別終身保険

介護保険金付終身保険

終身間の死亡保障１９．１％

保　
　

険

約款上の保険種類

【２５種類】
主な保障内容

平成17年度

新契約件数

シェア

法律上の区分

【１１種類】

１２万人団体年金保険

１０７万人団体保険団
体
保
険
等

※２３１．２％変額年金保険

３９．６％医療保険

ガン保険

傷害保険

１．５％変額保険

９．９％利率変動型

積立終身保険

４．３％定期付終身保険

個　

人　

保　

険　

等

平成16年度

新契約件数

シェア

簡易保険で提供でき

ない民間生保の商品

※２：変額年金保険は、個人年金保険に
　　　おけるシェア

資料：生命保険協会「生命保険事業概況」

※１：年金保険の各区分のシェアは、年金保険全体におけるシェア

＜参考＞
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簡易保険の加入限度額

１，０００万円

０歳　　　　 １５歳　　　　　　２０歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５５歳　　　　 ７０歳

１，３００万円

〇　保険：原則として１，０００万円（一定の条件の下で、１，３００万円）
〇　年金保険：初年度年金額９０万円
〇　特約：災害特約及び介護特約　１，０００万円、入院保障の特約　１，０００万円

注１：20歳以上55歳以下の者は、加入後４年以上経過した保険契約がある場合には、最高1,300万円まで加入できる。
　２：特定養老保険に加入する場合は500万円まで、55歳以上の者が、定期保険・特別養老保険に加入する場合は800万円までである。

１，３００万円

１，０００万円 １，０００万円

　　８００万円

定期保険・特別
養老保険に55歳
以上で加入する
場合

　　５００万円

　　特定養老保険に加入する場合

　　７００万円

０～15 16～19 20～55 56～

６



　簡易保険の利用状況
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  　〇　利用世帯（平成15年度末）　　　　　　　（参考）民間生保の利用世帯（平成15年度末）
　　　　約２，８００万世帯　　　　　　　　　　　　　　約３，７００万世帯
        （世帯加入率　５６．１％）　　　　　　　　　　 (世帯加入率　７５．０％）

【世帯特性別簡易保険の加入率】

世帯主年齢別都市規模別 世帯主職業別

地域、職業等にかかわらず、あらゆる階層でまんべんなく利用されている。
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０
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世帯年収別

【簡易保険の世帯特性別加入率】

注１： 全国の世帯員2名以上の世帯における生命保険の加入状況を示している。
　 ２： 中都市とは政令指定都市を除いた人口10万人以上の市、小都市とは人口10万人未満の市。
（平成15年度総務省調べ） 7



【新規保険金額の推移】
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【新規保険契約件数の推移】
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（注：件数は千件以下四捨五入） （注：保険金額は百億円以下四捨五入）
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(年度末)

簡保資金量の推移

（兆円）

注：１　平成１２～１６年度末は実績値。

　　２　平成１７年度末及び平成１８年度末の計数は、平成１７年度中間決算の状況を踏まえ、一定の条件で試算したもの。
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簡易保険の資金運用の枠組み                                         

 

 

○ 運用対象は法律に限定列挙

（公社法§45） 

 － 国債・地方債等の国内債券

中心 

 － 株式は、委託運用に限定 

○ 中期経営計画・年度経営計画

の一部として運用計画を

策定  （公社法§24、25） 

－ 中期経営計画⇒総務大臣の認可 

－ 年度経営計画⇒総務大臣への届出 

 
○ 財投債の市場外引受け 

－ 財務省からの協力要請に応

じ、簡易保険資金の状況等を

踏まえ協力 

 

○ 地方公共団体貸付  

（簡易生命保険法§88 等） 

－ 国会で議決を受けた貸付額

について実施      
    

法律の規定等 計  画 

中期経営計画・年度経営計画 
1. 基本方針 
（1） 安全・確実性を重視した運用 

（2） ALM（資産・負債総合管理）及び 

ポートフォリオ管理の実施 

（3） 安全確実な運用方法として、国内債券を中

心とした運用を基本 

（4） 保険事業の特性を踏まえ「責任準備金対

応債券」区分を導入 

（5） 市場への影響に配慮  

2. 中期経営計画期間中の資産構成割合 

運用資産 国内債券 外国債券 国内株式 外国株式 短期運用

構成割合 75～95% 2～6% 2～6% 0～3% 1～10%

3. 各年度の新規資金の運用額    等 

国債発行計画 
○ 財政融資特会債経過措置分 
うち 簡易保険資金による引受け  
16 年度：２．４兆円 17 年度：１．３５兆円 18 年度：１．０兆円

財政投融資計画 

○ 地方公共団体 

うち 簡易保険資金による貸付け   

16年度：１．２兆円 17年度：0．75兆円 18年度：0．31兆円

資金運用の実施 

（単位：兆円）

種  目 
16 年度

（実績額）

17 年度

（予定額）

18 年度

（予定額）

国債 9.0 7.1 8.2

市場購入 6.6 5.8 7.2

 

財投債引受 2.4 1.4 1.0

地方債 0.4 0.4 0.6

社債 0.9 1.0 1.2

地方公共団体貸付 1.4 0.8 0.3

合  計 11.8 9.2 10.4

注：１ 国債・外国債の入替額を除く。「社債」には公庫公団債

等、外国債を含む。 

２ 地方公共団体貸付は、翌年度への繰越しがあるために

計画額と実績額・予定額に差がある。 

３ 四捨五入のため、一部合計と一致しない。 

等 

１０



簡易保険の運用スキーム 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 末 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

純 増 額 4.9 5.4 6.0 7.7 8.8 8.3 9.8 6.4 7.0 6.0 3.9 5.2
3.9    

(3.6)

▲0.7   

(3.1)

▲0.8

(2.9)

▲0.2

(2.3)

運用残高 46.4 51.8 57.8 65.5 74.3 82.6 92.4 98.8 105.7 111.7 115.6 120.8 124.8 124.1 120.1 119.9

 

 

（財投債） 

国債 

財投機関債 

地方債 

国債 

地方公共団体貸付

お
客
さ
ま 

地方公共団体

簡
保
資
金 

市

場

財政融資

資金

注： 市場運用の例外として、財投債の市場外引受けと地方公共団体貸付がある。 

  ① 簡易保険は従来の財投協力で果たしてきた役割を踏まえ、相応の財投債の市

場外引受けを実施（平成13 年度から平成 19年度まで） 

  ② 地方公共団体貸付は、財投計画の一部として、国会で議決を受けた貸付額に

ついて実施 

契約者貸付 

社債・預金等 

国 

財投機関 

企業 

外国政府等 

加入者 

信託銀行 
金銭の信託（指定単） 

外国債等 

財投改革前（～平成 12年度） 財投改革後（平成 13 年度～）

【簡保資金の運用残高の推移】 

(兆円) 

○ 簡保資金は、大正８年から、戦後の一時期を除き、

自主運用を継続。 

○ 地方公共団体貸付を除く財投機関への直接貸付を廃止。 

○ 財投改革に伴う経過措置として、財投債の市場外引受けを実施

（平成 13 年度から平成 19 年度）。 

【財投改革後の運用スキーム】 

１１

注１：純増額のうち、かっこ内は、財投債引受額 

２：平成１５年度の純増額は、公社成立時の運用残高からの増加額 
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11　外国債（債券先物を含む）

10　政府保証債（５～９ 除く）

12　貸付信託の受益証券

９　特定社債（ＡＢＳ）

13　国内CP 

８　社債

７　金融債

６　公団債等

５　地方債

４　公庫債等

３　国債（債券先物を含む）

２　地方公共団体に対する貸付け

１　保険契約者に対する貸付け

20　コール資金の貸付け

14　外国CP  

15　金融機関への預金

16　債券の貸付け

17　債券オプション

18　先物外国為替　

19　通貨オプション

21　信託会社への信託（投資顧問業者との
　投資一任契約含む）

22　郵便業務の用に供する施設の設置等に
　必要な費用に充てるための資金融通

23　郵便業務に係る資金繰りに充てるため
　の資金融通

簡易生命保険資金の運用対象（日本郵政公社法第４５条）

１２



平成１８年２月末
118 兆 7,819 億円

（平成１８年２月末）

資産残高（億円） 構成割合（％）

854,881 72.0 

609,116 51.3 

53,918 4.5 

173,454 14.6 

う ち 公 庫 公 団 債 等 146,630 12.3 

18,392 1.5 

90,038 7.6 

233,263 19.6 

195,475 16.5 

16,330 1.4 

19,870 1.7 

1,585 0.1 

9,636 0.8 

1,187,819 100.0 合　　　　計

簡保資金の運用状況

預 金 等

貸 付 金

有 価 証 券

国 債

地 方 債

 注１：資産残高は、金融商品に係る会計基準に準じた評価額。
　 ２：外国債は、外国政府等が発行する債券であり、円貨建債券を含んでいる。
　 ３：資産残高は切捨てとしていることから、合計は一致しない。

社 債 等

外 国 債

地 方 公 共 団 体 貸 付

公 庫 公 団 等 貸 付

金 銭 の 信 託

  簡保資金の運用状況

保 険 契 約 者 貸 付

区　　　　分

郵 便 業 務 へ の 融 通

貸付金
(19.6%)

有価証券
(72.0%)

外国債
(1.5%)

地方公共団体
貸付
(16.5%)

国債
(51.3%)

社債等
(14.6%)

保険契約者
貸付
(1.7%)

地方債
(4.5%)

公庫公団等
貸付(1.4%)

郵便業務への
融通
(0.1%)

金銭の信託
(7.6%)

預金等
(0.8%)

13



取組中の主な課題

■　金融機関として求められる業務品質の確保

　○　現金過不足の防止

　○　保険募集管理の徹底

　○　限度額管理・コンプライアンスの徹底（レッドシートの活用等）

■　健全な経営基盤の確立

　○　収益管理・リスク管理の充実

　○　新契約の確保

■　人材育成・確保

　○　コンサルティング能力の向上（ＦＰ技能士の資格取得の支援）

　○　専門知識・経験を有する人材の採用

１４



簡易保険事業の現状（付属資料）

日 本 郵 政 公 社
簡 易 保 険 事 業 本 部
平 成 1 8 年 5 月 1 7 日

郵政民営化委員会
説明資料
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○死亡率、事業費率は安定的に推移。死差益、費差益が発生　　　○低金利の継続により、利差損(逆ざや）が発生

【利益の発生要因】

［発生要因］ ［保険料の計算基礎］ ［実際の経営］

予定死亡率

予 定 利 率

予定事業費

実際の死亡率

利子収入利回り

実際の事業費

死 差 益

利 差 損

費 差 益

Ｈ16  逆ざや▲1.45％

＞

　2.91％

三利源合計

＞

＞

　1.46％

キャピタル損益等

契約者配当準備金繰入額

内 部 留 保 積 増 額

追加責任準備金の機械的戻入

　小　計　 ＝ 一般事業会社の経常利益に相当

2,100▲100　 小 　 計 　

6,8001,700処 分 可 能 額

4,7001,800キャピタル損益等

4,3004,400
追加責任準備金

の 機 械 的 戻 入

7,3007,500費 差 損 益

▲17,400▲20,100利 差 損 益

7,8008,000死 差 損 益

平成16年度平成15年度区 分

【利益の発生要因別推移】

（単位：億円）

利源の発生要因と損益の状況

２



保険契約件数・保有保険金額シェアの推移

8.3

8.5

8.5

8.5

8.6

8.7

8.7

8.8

8.7

8.935.5

35.8

36.6

37.2

37.6

37.8

37.4

36.3

35.2

34.3

55.6

55.4

54.7

54.1

53.7

53.6

54.0

55.2

56.3

57.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

【保有契約件数(個人保険)シェアの推移】

14.2

14.2

14.1

13.9
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13.5

13.3

12.9

12.6

12.610.2

10.4

10.8

11.2

11.4

11.7

11.9

11.9

11.9

11.9

77.2

77.0

76.3

75.5

75.1

74.6

74.1

74.1

73.9

74.0
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7

【保有保険金額(個人保険)シェアの推移】

注１：財形は除く。
　２：農協は、養老生命共済、終身共済、長期定期生命共済、
　　　定額定期生命共済、がん共済の合計である。

簡保 農協 民保

6,537万件 1,580万件 10,962万件 178兆円 213兆円 1,112兆円

３



簡易保険の保有保険契約の推移

【保有契約件数の推移】

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17年度

件数
（万件）

その
他

財形
貯蓄
保険

家族
保険

養老
保険

定期
保険

終身
保険

【保有保険金額の推移】

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 年度

保険金額
（兆円）

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

50

150

200

100

8432 8340 8272 8130
7962

7695

7264

6850
6540

6098

206.4
202.3

208.9
208.0

205.8
202.1

194.1
185.3

178.5

167.8

（注：件数は千件以下四捨五入） （注：保険金額は百億円以下四捨五入）
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簡易保険の種類別保有保険契約件数の推移

年 度 別 終身保険 定期保険 養老保険 家族保険 財形貯蓄保険 その他 合計

7年度 1,141万件 55万件 6,996万件 45万件 61万件 114万件 8,411万件

8 1,155万件 48万件 7,024万件 43万件 28万件 135万件 8,432万件

9 1,159万件 40万件 6,933万件 35万件 23万件 151万件 8,340万件

10 1,170万件 35万件 6,848万件 32万件 22万件 166万件 8,272万件

11 1,165万件 33万件 6,701万件 29万件 26万件 175万件 8,130万件

12 1,210万件 29万件 6,493万件 28万件 21万件 181万件 7,962万件

13 1,231万件 24万件 6,214万件 26万件 16万件 184万件 7,695万件

14 1,241万件 20万件 5,799万件 14万件 6万件 184万件 7,264万件

15 1,241万件 16万件 5,397万件 10万件 5万件 182万件 6,850万件

16 1,250万件 13万件 5,087万件 8万件 3万件 180万件 6,540万件

17 1,254万件 11万件 4,650万件 6万件 2万件 176万件 6,098万件

５



簡易保険の種類別保有保険金額の推移

年 度 別 終身保険 定期保険 養老保険 家族保険 財形貯蓄保険 その他 合計

7年度 21兆8,161億円 1兆3,352億円 166兆4,030億円 1兆1,152億円 8,216億円 2兆6,890億円 194兆1,801億円

8 22兆6,213億円 1兆1,849億円 173兆8,967億円 1兆  696億円 3,953億円 3兆  962億円 202兆2,641億円

9 23兆1,678億円 9,924億円 177兆5,615億円 9,312億円 3,396億円 3兆3,915億円 206兆3,842億円

10 23兆9,483億円 8,868億円 179兆1,935億円 8,620億円 3,515億円 3兆6,573億円 208兆8,993億円

11 24兆1,753億円 8,529億円 177兆8,760億円 8,125億円 4,721億円 3兆8,116億円 208兆    4億円

12 25兆4,976億円 7,451億円 174兆4,479億円 7,684億円 3,799億円 3兆9,234億円 205兆7,624億円

13 26兆2,789億円 6,185億円 170兆1,864億円 7,232億円 2,928億円 3兆9,729億円 202兆  727億円

14 26兆7,647億円 5,035億円 162兆3,136億円 4,589億円 1,061億円 3兆9,665億円 194兆1,132億円

15 27兆  596億円 4,106億円 153兆4,514億円 3,535億円 730億円 3兆9,304億円 185兆2,784億円

16 27兆6,734億円 3,420億円 146兆2,096億円 2,982億円 419億円 3兆8,987億円 178兆4,638億円

17 28兆2,108億円 2,863億円 135兆2，018億円 2,553億円 279億円 3兆8,293億円 167兆8，115億円

６



簡易保険の主な商品の仕組み

満期又は保険期間内に被保険者が死亡したときに保険金

を支払うもの。死亡保険金は満期保険金と同額

【普通養老保険】

満
期

保
険
金

満
期

加
入 保険料払込期間

死亡保険金

保険期間内に被保険者が死亡したときに保険金を支払うもの

【定期保険】

満
期

死亡保険金

加
入 保険料払込期間

【終身保険】
被保険者が死亡したときに保険金を支払うもの

保
険
料

払
込
期
間

満
了

加
入 保険料払込期間

満期又は保険期間内に被保険者が死亡したときに保険金

を支払うもの。死亡保険金は満期保険金の２倍、５倍又

は10倍

【特別養老保険】

満期
保険金

満
期

加
入 保険料払込期間

死亡保険金

学資の準備に対応する養老保険。保険料払込期間中に保険契

約者が死亡したときはその後の保険料の払込みは不要

【学資保険】

満
期

保
険
金

満
期

加
入

保険料払込期間

死亡保険金

保険契約者死亡
▽

保険料払込不要

　（ながいきくんバランス型）

被保険者が死亡したときに保険金を支払うもの。保険料払込

期間満了前の死亡保険金は、満了後の死亡保険金の２倍又は

５倍。

保
険
料

払
込
期
間

満
了

加
入 保険料払込期間

死亡保険金

死亡保険金
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現在の簡易保険の加入限度額管理の仕組み

○　簡易保険では、新規契約申込等を受けた場合、①郵便局での端末機等による既加入状況確認、②簡易保険事務センター
　での情報システムによる加入限度額監査という二段階のチェックによって契約申込に伴う加入限度額の超過を防止。

○　また、被保険者の氏名訂正等の請求を受けた場合、簡易保険事務センターでの情報システムによりこれらの請求に伴う
　加入限度額超過の監査を実施し、加入限度額を超過している場合は、保険金額の減額依頼等を実施。

○　上記に加え、平成１６年度に保有契約を対象とした名寄せ調査を実施。加入限度額を超過している疑いのある被保険者
　を抽出し、加入限度額超過の確認作業を行った上で加入限度額を超過している場合は、保険金額の減額等を依頼する取扱
　いを実施。
　※　平成１６年度調査結果　
　　　　超過契約件数　約１万２千件（平成１６年度末保有契約件数（６，５４０万件）の０．０２％に相当。）
　　　　減額等承諾件数　　約３千件
　　

○　簡易保険では、新規契約申込等を受けた場合、①郵便局での端末機等による既加入状況確認、②簡易保険事務センター
　での情報システムによる加入限度額監査という二段階のチェックによって契約申込に伴う加入限度額の超過を防止。

○　また、被保険者の氏名訂正等の請求を受けた場合、簡易保険事務センターでの情報システムによりこれらの請求に伴う
　加入限度額超過の監査を実施し、加入限度額を超過している場合は、保険金額の減額依頼等を実施。

○　上記に加え、平成１６年度に保有契約を対象とした名寄せ調査を実施。加入限度額を超過している疑いのある被保険者
　を抽出し、加入限度額超過の確認作業を行った上で加入限度額を超過している場合は、保険金額の減額等を依頼する取扱
　いを実施。
　※　平成１６年度調査結果　
　　　　超過契約件数　約１万２千件（平成１６年度末保有契約件数（６，５４０万件）の０．０２％に相当。）
　　　　減額等承諾件数　　約３千件
　　

簡易保険事務センター

お客さま

（契約申込時等）
　端末機等による確認

②申込書・
　請求書の送付

申込・請求に係る被保
険者の名寄せにより加
入限度額超過を監査。
限度額を超える場合は、
契約をお断り・減額依
頼等をします。

申込・請求受理時の限度額監査申込・請求受理時の限度額監査

本　　社

郵便局

①
超
過
契
約

　

確
認
リ
ス
ト

お客さま

③減額等の依頼（訪問等）

④限度額以内に減額

※本社で保有契約を対象と
　した名寄せを行い、限度
　額超過の疑いのある被保
　険者を抽出し、支社を経
　由して郵便局へ送付

保有契約の限度額監査・減額処理保有契約の限度額監査・減額処理

②加入限度額超過の確認

①契約申込・
　氏名訂正等請求

③加入限度額内での締結・
　減額依頼等

加入限度額内で
の申込受理等

郵便局

情報システムによる監査

契約
原簿

被保険者
名寄せ
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（参考）簡易保険の加入限度額管理の改善

○　簡易保険では、従来、新規契約申込時や被保険者の氏名訂正等の請求を受けた場合に当該被保険者を対象に加入限度額
　監査を実施してきたが、平成１６年度から保有契約を対象とした名寄せ調査を開始。加入限度額を超過している疑いのあ
　る被保険者を抽出し、加入限度額超過の確認作業を行った上で加入限度額を超過している場合は、保険金額の減額等を依
　頼する取扱いを実施。

○　平成１７年度においても保有契約を対象とした名寄せ調査を実施し、現在、結果をとりまとめ中。　　　

○　簡易保険では、従来、新規契約申込時や被保険者の氏名訂正等の請求を受けた場合に当該被保険者を対象に加入限度額
　監査を実施してきたが、平成１６年度から保有契約を対象とした名寄せ調査を開始。加入限度額を超過している疑いのあ
　る被保険者を抽出し、加入限度額超過の確認作業を行った上で加入限度額を超過している場合は、保険金額の減額等を依
　頼する取扱いを実施。

○　平成１７年度においても保有契約を対象とした名寄せ調査を実施し、現在、結果をとりまとめ中。　　　

H17.10末 H17.12 H17.12 H18.2末

各支社からの結果
報告のとりまとめ

本　社

各郵便局からの結
果報告のとりまとめ

支　社

とりまとめ
全体

とりまとめ

・保有契約を名寄せ

・支社へリストを送付

対象者リスト

対象者リスト

対象者リスト

対象者リスト

各郵便局へ送付
・既加入状況の調
　査

・超過の場合は保
　険金額の減額等
　の依頼を実施

・調査結果等を支
　社へ報告

本　社 支　社 郵便局

お客さま

減額等の
依頼（訪
問等）

限度額以内
に減額

H18.3末

平
成
17
年
度
調
査

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

平成１７年度の保有契約を対象とした調査の流れ平成１７年度の保有契約を対象とした調査の流れ

契約
原簿

当該被保険者を対象とした限度額監査
（郵便局・簡易保険事務センター）

申込・請求受理時の限度額監査

保有契約を対象とした限度額監査（本社）

保有契約の限度額監査・減額処理

H16年度開始

名寄せ条件の精度
を上げて実施

簡易保険の限度額管理の改善状況簡易保険の限度額管理の改善状況

H17年度
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民営化後における加入限度額管理（案）

○　民営化後は、郵便保険会社引受契約（新契約）、簡易生命保険契約（旧契約）それぞれについて、以下のとおり加入限
　度額管理を実施。

　①　新契約については、新契約に係る契約申込みや氏名訂正等請求の際に、新契約及び旧契約の両方を対象にした被保険
　　者名寄せによる加入限度額の監査を実施。

　②　旧契約については、旧契約に係る復活申込みや氏名訂正等請求の際に、新契約及び旧契約の両方を対象にした被保険
　　者名寄せによる加入限度額の監査を実施。

○　加入限度額を超過していることが判明した場合、契約等のお断りや保険金額の減額依頼等を実施。　

○　民営化後は、郵便保険会社引受契約（新契約）、簡易生命保険契約（旧契約）それぞれについて、以下のとおり加入限
　度額管理を実施。

　①　新契約については、新契約に係る契約申込みや氏名訂正等請求の際に、新契約及び旧契約の両方を対象にした被保険
　　者名寄せによる加入限度額の監査を実施。

　②　旧契約については、旧契約に係る復活申込みや氏名訂正等請求の際に、新契約及び旧契約の両方を対象にした被保険
　　者名寄せによる加入限度額の監査を実施。

○　加入限度額を超過していることが判明した場合、契約等のお断りや保険金額の減額依頼等を実施。　

保険事務センター

新契約の
お客さま

（契約申込時等）
　端末機等による確認

②申込書・
　請求書の送付

申込・請求に係る被保
険者の名寄せにより加
入限度額超過を監査。
限度額を超える場合は、
契約をお断り・減額依
頼等をします。

①契約申込・
　氏名訂正等請求

③加入限度額内での締結・
　減額依頼等

加入限度額内で
の申込受理等

情報システムによる監査

郵便局

新契約に係る加入限度額の監査新契約に係る加入限度額の監査

新契約
原簿

旧契約
原簿

被保険者
名寄せ

保険事務センター

旧契約の
お客さま

（復活申込時等）
　端末機等による確認

②申込書・
　請求書の送付

申込・請求に係る被保
険者の名寄せにより加
入限度額超過を監査。
限度額を超える場合は、
復活をお断り・減額依
頼等をします。

①復活申込・
　氏名訂正等請求

③加入限度額内での受理・
　減額依頼等

加入限度額内で
の申込受理等

情報システムによる監査

郵便局

新契約
原簿

旧契約
原簿

被保険者
名寄せ

旧契約に係る加入限度額の監査旧契約に係る加入限度額の監査
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金利等の推移

1.84
1 .87

2.34

3.05
3.18

3 .19

3.54

6.11
6.13

5.80

5.14

4.67
4.37

4.14
4.02

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

H2.4 H3.4 H4.4 H5.4 H6.4 H7.4 H8.4 H9.4 H10.4 H11.4 H12.4 H13.4 H14.4 H15.4 H16.4 H17.4 H18.4

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

(%)

5.75

3.75

2.75 2.00

1.50

10年利付国債応募者利回り

運用利回り 日経平均株価(右目盛)

予定利率(10年養老保険)

円

１１



　　

財投改革に伴う経過措置について

○　平成１１年１２月、大蔵大臣（現財務大臣）から郵政大臣（現総務大臣）に、平成１３年度以降７年間の経過
　措置として、（１）財政融資資金の既往貸付けの継続、（２）市場への影響に対する配慮から、財投債の引受け
　等の要請があり、郵貯・簡保資金の状況等を踏まえ、対応することとしているところ

○　平成１１年１２月、大蔵大臣（現財務大臣）から郵政大臣（現総務大臣）に、平成１３年度以降７年間の経過
　措置として、（１）財政融資資金の既往貸付けの継続、（２）市場への影響に対する配慮から、財投債の引受け
　等の要請があり、郵貯・簡保資金の状況等を踏まえ、対応することとしているところ

①　郵便貯金資金において、年金資金とともに、
ア　財政融資資金の既往貸付けの継続に必要な財投債※ の引受け。
イ　財政融資資金の新規貸付けに必要な財投債について、市場の激変緩和を図る
　ため、当初、概ね１／２程度、漸次、その割合を低下の引受け。
②　簡易保険積立金について、これまで果たしてきた役割を踏まえ、相応の財投
　債引受け。

※　財政融資資金の財投機関への貸付期間（最長３０年）と郵便貯金資金等の預託期間

　（７年）が異なるため、財政融資資金の資金繰り上必要となる財投債。

○中央省庁等改革基本法（平成10.6.12・法律第103号）（抜粋）
　（財務省の編成方針）
　第二十条　財務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するもの
　　とする。　
　　一（略）
　　二（略）資金調達について、既往の貸付けの継続にかかわる資金繰りに配慮
　　　しつつ、市場原理にのっとったものとし、並びにその新たな機能にふさわ
　　　しい仕組みを構築すること。

○資金運用部資金法等の一部を改正する法律（平成12.5.31・法律第99号）（抜粋）
　附則
　（郵便貯金及び年金積立金の預託の廃止に伴う経過措置）
　第四条（略）資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市　　　
　場に与える影響に配慮して、所要の措置を講ずるものとする。

○日本郵政公社法施行法（平成14.7.31・法律第98号）（抜粋）
　第十五条（略）
　２　総務大臣は、公社の郵便貯金預託金の払戻金の運用が財政融資資金の郵便貯
　　金法 等一部改正法の施行の日前の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に
　　与える影響に配慮したものになるようにするため、公社が当該払戻金を運用す
　　る場合における財政融資資金債（財政融資資金特別会計法（昭和二十六年法律
　　第百一号）第十一条第一項又は第十二条の規定により発行される公債をいう。
　　）の引受けの方法による運用についての指針を定めなければならない。
　３　（略）
　４　公社は、郵便貯金預託金の払戻金を運用する場合においては、第二項の指針
　　に従って行わなければならない。

法　律　上　の　措　置

注：１　既発行の財投債の償還資金に充てるため発行される財投債（借換債）を除く。
　　２　各年度の引受額は、市場の情勢、郵貯・簡保資金や財政投融資の事情を踏まえ、
　　　毎年度調整。

２７兆２，０００億円２８兆２，５００億円４１兆３，０００億円合　　計

１２兆０，０００億円１２兆０，０００億円１１兆７，０００億円市中発行

　３兆２，０００億円　３兆７，０００億円７兆５，０００億円年金資金

　１兆０，０００億円　１兆３，５００億円　２兆４，０００億円簡易保険

１１兆０，０００億円１１兆２，０００億円１９兆７，０００億円郵便貯金

平成18年度平成17年度平成16年度

〇　財投債の消化方法

注　計画ベース

大蔵大臣からの要請内容

経過措置完了後

平成19年度
(７年目)

平成13年度

経過措置期間（７年間）

市

場
の
激
変

緩
和
の
た
め
の

経
過
措
置

既
往
貸
付
を
継

続
す
る
た
め
に

必
要
な
財
投
債

新
規
財
投
債
発
行
額

年金

簡保

郵貯

市中発行

全

額

市

中

発

行

経過措置のイメージ図
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簡易保険のリスク管理体制

○　管理すべきリスクを分類、定義し、各リスクについて自己管理を行う第１層（業務執行部門等）、第１層の　
管理を行う第２層（企画部門等）、これらから独立した第３層による重層的なリスク管理体制を構築

　　　　　　　

各保険引受関係部門
資金運用
実施部門

（保険引受リスク） （資産運用リスク ） （資金繰りリスク） （事務リスク）

総　　　裁　　　　　

（システムリスク）

金融総本部

簡易保険事業本部

財務部

各資金繰り部門

コンプライアンス担当

各業務部門 各システム部門

理事会

（　　直　　　接　　　　　計　　　測　　） （　　間　　　　　接　　　　　管　　　　　理　　　 ）

金融総本部リスク管理委員会

【一層】

【二層】

【三層】

経営委員会

統合リスク管理部

監
査
部
門
（内
部
監
査
）

企画部 資金運用部

簡易生命保険リスク管理委員会

情報システム本部

１３ 【平成１７年度末現在】



　簡易保険のリスク管理

リスク管理リスク管理

○　資産運用リスク○　資産運用リスク

市場リスク管理市場リスク管理

株価、為替等の変動により資産価値が変
動するリスクを把握・分析

信用リスク管理信用リスク管理

格付会社による格付等から債券、預
金等の信用リスクを把握・分析

（参考）VaR ： Value at Risk 　： 一定の確率の下で被る可能性のある保有資産の潜在的な最大損失額（リスク量）
ﾊﾞﾘｭｰ･ｱｯﾄ･ﾘｽｸ

○　保険引受リスク○　保険引受リスク

保険リスク管理保険リスク管理

死亡率、特約支払率等の変動により
損失が発生するリスクを把握・分析

事業費リスク管理事業費リスク管理

事業費の変動により損失が発生する
リスクを把握・分析

予定利率リスク管理予定利率リスク管理

運用利回りが予定利率を確保できな
いリスクを把握・分析

○　経営の健全性を確保するため、業務執行部門から独立したリスク管理部門を設置し、資産・負債のリスクを　
　ＶａＲと収支のシミュレーションを組み合わせて総合的に管理

○　経営の健全性を確保するため、業務執行部門から独立したリスク管理部門を設置し、資産・負債のリスクを　
　ＶａＲと収支のシミュレーションを組み合わせて総合的に管理

金利、為替等の変動金利、為替等の変動

資　　産

平成17年3月31日

（約12１兆円）

債券の格下げ等債券の格下げ等

対　　応対　　応

保険料率

の見直し等

ポートフォリ

オの調整等

保険事故発生率等の
変動

負　　債

逆ざやの発生逆ざやの発生

平成17年3月31日 事業費の変動事業費の変動

（約120兆円）

　

資
産
・負
債
の
リ
ス
ク
を
把
握
分
析
の
上
、
総
合
的
に
管
理

－ＶａＲ等により把握－

－収支ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝにより把握－

【価格変動準備金】
運用資産の価格変動
リスクに対するバッファ
として積立て

【危険準備金】
保険リスク及び予定
利率リスクに対する
バッファとして積立て

【責任準備金】

低金利の長期化による
逆ざや等に対応するた
め、加入時の計算基礎
による責任準備金に追
加して積立て
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